
《参考条文》道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号） 

（臨時検査） 

第六十三条 国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事

故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそ

れがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい

て次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。 

２～７ 省略 

（改善措置の勧告等） 

第六十三条の二 国土交通大臣は、前条第一項の場合において、その構造、装置又は性能

が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車（検

査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第一項から第三項までにおいて

同じ。）について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車（自

動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定め

る自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。）を製作し、又は輸入した自動車製

作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講

ずべきことを勧告することができる。 

２ 国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあ

ると認める同一の型式の一定の範囲の装置（自動車の製作の過程において取り付けられた

装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程から

みて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認

められるものを除く。以下「後付装置」という。）であつて主として後付装置として大量

に使用されていると認められる政令で定めるもの（以下「特定後付装置」という。）につ

いて、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置（自動車

の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省

令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。）を製作し、

又は輸入した装置製作者等（自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸

出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結

している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第

二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。）に対し、当該基準不適合

特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告する

ことができる。 

３ 国土交通大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車又

は基準不適合特定後付装置について、次条第一項の規定による届出をした自動車製作者等

又は同条第二項の規定による届出をした装置製作者等による改善措置が講じられ、その結

果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは、第一項又は前項の規定



による勧告をしないものとする。 

４ 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告

を受けた自動車製作者等又は装置製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表す

ることができる。 

５ 国土交通大臣は、第一項又は第二項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置

製作者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、

正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該自動車製作者等又は

装置製作者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

６ 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告を行おうとする場合において必

要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置が保安基準

に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうかの技術的な検証を

独立行政法人交通安全環境研究所（以下「研究所」という。）に行わせるものとする。 

７ 研究所は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果

を国土交通大臣に通知しなければならない。 

 

《罰則》 

第百六条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者 

二 第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 第六十三条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若

しくは虚偽の陳述をした者 

第百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる

規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める

罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第百六条の四 二億円以下の罰金刑 

二 第百七条から前条まで（同条第一項第八号及び同条第二項を除く。） 各本条の罰金

刑 


